（様式第２号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第　　　号
　　年　　月　　日
　　　　　　　　　様
神　戸　市　長
　　神戸市ボランティアマッチングサイト「ぼらくる」
活動者保険補償金給付対象　　　　通知書認　定
不認定


　　年　　月　　日付により報告のありました、神戸市ボランティアマッチングサイト「ぼらくる」（以下、「ぼらくる」とする。）での募集により活動中の、ぼらくるに個人登録をした活動者による事故について，下記のとおり決定しましたので，神戸市ボランティアマッチングサイト「ぼらくる」活動補償保険実施要綱第９条第２項の規定により通知します。
記
１　神戸市ボランティアマッチングサイト「ぼらくる」認　定
不認定

活動者保険補償金給付対象として　　　　　　します。

２　認定の場合の手続き
　　補償金請求書を，次に掲げる日から30日以内に，　　　　　　　　　　　
　　　　　　　に提出してください。
(1) 賠償責任補償金
　　　賠償責任に係る訴訟，仲裁，和解，調停その他法律的な解決を終えた日
(2) 傷害補償金
　　　傷害が全治した日（事故の日から180日以内に全治しないときは，180日を越える日）
(3) 後遺障害補償金
　　　後遺障害が確定した日（事故の日から180日以内に確定しないときは，180日を越える日）
(4) 死亡補償金
　　この通知を受けた日

３　不認定の理由
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※この通知書は，補償金の対象となる活動か否かを認定するものであり，保険会社の審査，保険会社との協議により補償金が支払われない場合もあります。


